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研究の概要

本研究の目的は、特別支援学校（以下、特支）に

おける計画指針や既存建築の空間構成と、実際の

使われ方に不整合があることを明らかにしたうえ

で、実態に即した空間基準および計画指針を示す

ことである。

昨年度は、自立度により生活展開が顕著に異な

ること、授業内容、教員との関わり方、教室での姿

勢や利用家具、一人あたりの所要面積を含む空間

利用方法が全く異なることが把握された。

しかし、それらの空間基準は都道府県（教育委

員会）により大きく異なる。こうしたことを踏ま

え、障害児・特支の計画指針の有無および差異に

ついて比較分析を実施した。

 研究は、都道府県の計画指針等を比較したのち、

計画意図と運営の関係の把握により進めることを

予定した。具体的には、都道府県アンケート調査

による計画指針や運営基準の収集、また一部ヒア

リングによる学校計画の立案プロセス、担当部署

における情報共有の詳細把握とした。また、先進

モデル校の視察および運営者ヒアリングにより、

計画意図と実際の運営の相互関係についての把握

を試みた。

達成状況・成果内容

 取り組み状況は以下のとおりである。

１．調査方法

都道府県アンケート調査、また一部都道府県ヒ

アリング、先進モデル校の視察および運営者ヒア

リングを予定していたが、コロナ禍の影響により

ヒアリング、モデル校視察は実施できず、都道府

県アンケートおよび県内の行政（愛知県）へのヒ

アリングを行った。

・都道府県アンケートの概要

下記の通り、アンケートを実施した。

最初は郵送にて実施したが、回収率が低調だっ

たため、再度郵送および電子データ経由にて実施

し半数程度の回収率を得た。

2 回実施（9 月、11 月）、回収率 51％（24/47 都

道府県）

２．分析内容

１）定員管理（１校あたりの定員）

重度障害学級における児童一人当たりの教員数

は 0.3人～1.73 人であり、都道府県（さらには学

校）による顕著なばらつきが見られた。

２）障害児の受入方針

特別支援学校の定員は都道府県の受入れ基準に

よって大きく左右される。

そこで、特別支援学級入学者の受入れ基準の明

文化の有無および基準について、共通点、相違点

を踏まえて分析した。

明文化が「ある」は 5 件、「ない」は 18 件（無

回答１件）であり、明文化されていない都道府県

が 7 割を超えた。無回答の理由は就学先決定につ

いては市区町村の専権事務であるということであ

った。

基準内容および実態について把握すると「学校

教育法施行令 22 条の 3 に基づき判断」「市町村教

育委員会において総合的に判断」「本人・保護者の

意見を尊重、合意形成」「本人・保護者の願い」「そ

の子の可能性」「実態」「将来の自立と社会参加」



「今の生活の充実」「必要な支援・環境面の配慮」

「本人の教育的ニーズ」といった項目が挙げられ

た。障害の程度や環境による明確な線引きよりも、

総合的な判断を優先していると推察された。

３）空間基準の有無

計画及び空間基準については、「ない」都道府県

が 21 件中 17 件と 8 割を超えた。基準がないなか

で計画のベースとなるものは「現場教員の意見」

や「他県の事例」であり、都道府県内の学校計画者

自身が特別支援学校の空間計画についてあらため

て検討する実態は非常に稀有であることがわかっ

た。

しかしながら、近年については、個別の基本計

画を立案したうえで設計をしていることから、今

後はそうした基準化が進展することが期待される。

４）教室と廊下空間の実態

各都道府県内の特支について、教室と廊下の関

係別に下図のように類型化し、回答を得た。

廊下幅が一定の片廊下型に比べ、廊下にたまり

場ができるアルコーブ型、教室内に廊下空間を取

り込むことができるユニット型がある。

すると、片廊下型が圧倒的に多く（441校）、ア

ルコーブ型（10 校）、ユニット型（12 校）は全体

の１％程度であった。都道府県別の偏りが大きく、

「片廊下型のみ」「アルコーブ型も有する」「ユニ

ット型も有する」の３類型に大別された。アルコ

ーブ型、ユニット型それぞれの空間的特性の検証

を含め、当該都道府県が選択した理由について明

らかにする必要がある。

5）まとめ

都道府県別に学校運営および空間別の特性を把

握した。すると、教員配置、学校定員に対する考え

方、空間基準の有無について、都道府県ごとに大

きなばらつきがあることが明らかとなった。また、

教室と廊下の関係といった空間の実態についても

都道府県別の傾向が見られた。

今回は結果のみの把握となったが、今後はその

背景にある各都道府県の担当者および担当部署に

ついて詳細を把握することにより、その差異の要

因について明らかにしていく。


